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通所リハビリテーションの概要
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病院、診療所、介護老人保健施設、その他厚生労働省令で定める施設で行う、居宅要介護者に対する、
心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビ
リテーション

定義

通所リハビリテーションを提供するために必要な職員・設備等は次のとおり
・人員基準

・設備基準

必要となる人員・設備等

専任の常勤医師１以上
（病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院では、当該
病院等の常勤医師との兼務で差し支えない。）

医師

単位ごとに利用者１０人に１以上
従事者
（理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、看護師、准看
護師、介護職員）

上の内数として、単位ごとに利用者１００人に１以上
(所要１～２時間の場合、適切な研修を受けた看護師、准看護師、柔道整復師、あん
摩マッサージ師で可)

理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士

指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、３平方メー
トルに利用定員を乗じた面積以上のもの。

リハビリテーションを行う
専用の部屋

前年度１月当たりの平均利用延人員数が７５０人以内通常規模型
施設の規模

前年度１月当たりの平均利用延人員数が７５１人以上大規模型



通所リハビリテーションの報酬
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大規模型
（前年度の１月あたりの平均利用延

べ人員数が751人以上の事業所）

通常規模型
（前年度の１月あたりの平均利用延

べ人員数が750人以内の事業所）

１
～
２
時
間

７
～
８
時
間

※

サービス提供時間、利用者の要介護度、事業所規模に応じた基本サービス費 利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に対する主な加算・減算

指定通所リハビリテーションの介護報酬のイメージ（１回あたり） ※ 加算・減算は主なものを記載
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単位429
単位
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単位
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単位
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単位
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単位
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単位
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単位

357
単位

要介護１ ２ ３ ４ ５

要介護１ ２ ３ ４ ５

※その他、２～３時間、３～４時間、４～５時間、５～６時間、６～７時間
のサービス提供時間がある。

※大規模型事業所のうち、以下を満たす場合は通常規模型の基本報酬を算定
する。
・リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の80％以上
・リハビリテーション専門職の配置が10対１以上

要介護１ ２ ３ ４ ５

要介護１ ２ ３ ４ ５

1379
単位1215

単位1046
単位903

単位762
単位

1,300
単位1,140

単位983
単位

847
単位

714
単位

サービス提供体制強化加算
(Ⅰ)22単位/回
(Ⅱ)18単位/回
(Ⅲ)６単位/回

重度療養管理加算
100単位/日

短期集中個別リハビリテーション実施加算：110単位/日

移行支援加算：12単位/日

認知症短期集中リハビリテーション実施加算
（Ⅰ）240単位/日 （Ⅱ）1920単位/月

中重度者ケア体制加算
20単位/日

生活行為向上リハビリテーション実施加算
1250単位/月（６月以内）

介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)イ 10.3％ ロ 11.1％
(Ⅱ)イ 10.0％ ロ 10.8%
(Ⅲ) 8.3％ (Ⅳ) 7.0％

栄養改善加算
200単位/回

口腔・栄養スクリーニン
グ加算 (Ⅰ)20単位/回

(Ⅱ)５単位/回

口腔機能向上加算
(Ⅰ)150単位/回
(Ⅱ)イ 155単位/回

ロ 160単位/回

入浴介助加算
(Ⅰ)40単位/回 (Ⅱ)60単位/回

科学的介護推進体制加算:40単位/月

栄養アセスメント加算
50単位/月

リハビリテーション提供体制加算
３～４時間：12単位/回
４～５時間：16単位/回
５～６時間：20単位/回
６～７時間：24単位/回
７時間以上：28単位/回

退院時共同指導加算：600単位/回

リハビリテーションマネジメント加算
（イ）6月以内560単位/月、６月超240単位/月
（ロ）6月以内593単位/月、６月超273単位/月
（ハ）6月以内793単位/月、６月超473単位/月

事業所の医師が利用者(家族)へ説明し同意を得た場合
270単位/月

若年性認知症利用者受入加算：60単位/日

送迎を実施行わない場合
片道につき▲47単位

同一建物に居住する者や同一建物からサービスを利用
する場合：▲94単位/日

高齢者虐待防止措置未実施減算
▲１％

業務継続計画未策定減算：▲１％



介護予防通所リハビリテーションの報酬
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要支援度に応じた
基本サービス費

指定介護予防通所リハビリテーションの介護報酬のイメージ（1月あたり）

要支援１ 2268単位/月

要支援２ 4228単位/月

利用者数が定員を超える △30％

事業所の体制等に対する
加算・減算

利用者の状態等に応じた
サービス提供に対する加算・減算

医師、理学療法士･作業療法士･言語聴覚士、
看護･介護職員数が基準を満たさない

△30％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

一体的サービス提供加算 480単位/月

事業所と同一建物に居住する者や同一建物から
サービスを利用
要支援１ △376単位/月 要支援２ △752単位/月

サービス提供体制加算
（Ⅰ）要支援１ 88単位/月

要支援２ 176単位/月
（Ⅱ）要支援１ 72単位/月

要支援２ 144単位/月
（Ⅲ）要支援１ 24単位/月

要支援２ 48単位/月

介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)イ 10.3％ ロ 11.1%
(Ⅱ)イ 10.0％ ロ 10.8%
(Ⅲ) 8.3％ (Ⅳ) 7.0％

若年性認知症利用者受入 240単位/月
※月額定額報酬

※ 加算・減算は主なものを記載

中山間地等に居住する者への
サービス提供 ５％

退院時共同指導加算 600単位/回

生活行為向上リハビリテーション実施加算
562単位/月

栄養アセスメント加算 50単位/月

栄養改善加算 200単位/回

口腔・栄養スクリーニング加算
（Ⅰ）20単位/回 （Ⅱ）５単位/回
口腔機能向上加算
（Ⅰ）150単位/月 （Ⅱ） 160単位/月

高齢者虐待防止措置未実施 △１％
業務継続計画未策定 △１％

12月を超えての利用※
要支援１ △120単位/月 要支援２ △240単位/月

※減算免除要件
・3月に1回以上のリハ会議の開催
・リハ計画書のLIFE提出



（注１） 「算定率（回数ベース）」は、各加算の回数÷総回数により求めたもの。
（注２） *は日数を集計している。
（注３） 「算定率（事業所ベース）」は、各加算の請求事業所数÷総請求事業所数により求めたもの。

【出典】介護給付費等実態統計（令和７年11月審査分）及び介護保険総合データベースの任意集計（令和７年11月審査分（令和７年10月サービス提供））より老健局老人保健課作成

算定率
（事業所ベース）

請求事業所数
算定率

（回数ベース）
回数

（単位：千回）
算定単位数

（単位：千単位）
単位数

（令和６年６月以降）

76553578.03388863通所リハビリテーション

--0.0%1.7-7△1/100高齢者虐待防止措置未実施減算

--0.1%3.8-19△1/100業務継続計画未策定減算

0.0%0---3/100感染症災害３％加算

20.0%15316.3%226.26,78630単位/日理学療法士等体制強化加算*

1.2%920.0%1.68250単位/回延長加算（8時間以上9時間未満の場合）

0.3%230.0%0.332100単位/回延長加算（9時間以上10時間未満の場合）

0.0%30.0%0.18150単位/回延長加算（10時間以上11時間未満の場合）

0.0%20.0%0.02200単位/回延長加算（11時間以上12時間未満の場合）

0.0%10.0%0.02250単位/回延長加算（12時間以上13時間未満の場合）

0.0%0---300単位/回延長加算（13時間以上14時間未満の場合）

71.8%2,568.157,75012～28単位/回リハビリテーション提供体制加算

3.0%2330.1%2.37155/100中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算*

67.7%518053.6%1,916.976,67840単位/日入浴介助加算（Ⅰ）*

15.0%11498.7%312.618,75660単位/日入浴介助加算（Ⅱ）*

13.6%10430.9%33.110,049(1)560 (2)240単位/月リハビリテーションマネジメント加算（イ）

37.9%29033.8%137.546,417(1)593 (2)273単位/月リハビリテーションマネジメント加算（ロ）

10.3%7881.3%46.525,138(1)793 (2)473単位/月リハビリテーションマネジメント加算（ハ）

36.7%28133.6%127.534,431270単位/月リハビリテーションマネジメント加算（医師説明）

50.2%38413.7%133.314,664110単位/日短期集中個別リハビリテーション実施加算*

3.0%2270.1%3.7893240単位/日認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）*

0.4%290.0%0.0881920単位/月認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）

1.6%1220.0%0.67981250単位/月生活行為向上リハビリテーション実施加算

0.5%390.0%0.42560単位/日若年性認知症利用者受入加算*

11.3%8561.3%45.12,25450単位/月栄養アセスメント加算

2.4%1820.1%2.4474200単位/回栄養改善加算

9.7%7450.3%10.621120単位/回口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）

4.9%3770.1%4.2215単位/回口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）
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通所リハビリテーションの算定状況①



（注１） 「算定率（回数ベース）」は、各加算の回数÷総回数により求めたもの。
（注２） *は日数を集計している。
（注３） 「算定率（事業所ベース）」は、各加算の請求事業所数÷総請求事業所数により求めたもの。

【出典】介護給付費等実態統計（令和７年11月審査分）及び介護保険総合データベースの任意集計（令和７年11月審査分（令和７年10月サービス提供））より老健局老人保健課作成

通所リハビリテーションの算定状況②

算定率
（事業所ベース）

請求事業所数
算定率

（回数ベース）
回数

（単位：千回）
算定単位数

（単位：千単位）
単位数

（令和６年６月以降）

通所リハビリテーション

5.8%4420.3%9.31,396150単位/回口腔機能向上加算（Ⅰ）

4.9%3780.4%16.12,489155単位/回口腔機能向上加算（Ⅱ）イ

10.4%7960.6%23.23,716160単位/回口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ

12.8%9770.4%14.81,482100単位/日重度療養管理加算*

21.1%161632.5%1,162.323,24520単位/日中重度者ケア体制加算*

67.0%51279.3%331.813,27240単位/月科学的介護推進体制加算

5.1%3901.6%57.0-5,361△94単位/日同一建物減算*

91.0%696410.0%358.8-16,888△47単位/片道送迎減算

8.7%6670.0%1.1636600単位/回退院時共同指導加算

11.8%90517.6%630.47,56512単位/日移行支援加算*

55.3%423367.2%2,406.252,93622単位/回サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

13.9%106415.7%561.810,11218単位/回サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

12.6%9629.1%323.91,9436単位/回サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

52.0%39827.8%280.6190,3088.6%介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

14.0%10731.6%57.333,8338.3%介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

10.0%7651.0%37.117,2206.6%介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

5.3%4070.5%18.76,4225.3%介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）
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（注１） 「算定率（件数ベース）」は、各加算の件数÷総件数により求めたもの。
（注２） 「算定率（事業所ベース）」は、各加算の請求事業所数÷総請求事業所数により求めたもの。

【出典】介護給付費等実態統計（令和７年11月審査分）及び介護保険総合データベースの任意集計（令和７年11月審査分（令和７年10月サービス提供））より老健局老人保健課作成

介護予防通所リハビリテーションの算定状況

算定率
（事業所ベース）

請求事業所数
算定率

（件数ベース）
件数

（単位：千件）
算定単位数

（単位：千単位）
単位数

（令和６年６月以降）

7474196.8733205介護予防通所リハビリテーション

--0.3%0.5-17△1/100高齢者虐待防止措置未実施減算

--0.4%0.8-25△1/100業務継続計画未策定減算

2.0%1520.6%1.11815/100中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

1.3%970.2%0.4229562単位/月生活行為向上リハビリテーション実施加算

0.0%20.0%0.00240単位/月若年性認知症利用者受入加算

（要支援１） 2.2%
（要支援２） 2.5%

（要支援１） 162
（要支援２） 189

0.4%0.8-472
（要支援１）△376単位/月
（要支援２）△752単位/月

同一建物減算

（要支援１） 44.5%
（要支援２） 49.8%

（要支援１） 3325
（要支援２） 3723

31.0%61.1-11658
（要支援１）△120単位/月
（要支援２）△240単位/月

12月超減算

0.9%660.1%0.150600単位/回退院時共同指導加算

13.2%98311.3%22.2111050単位/月栄養アセスメント加算

1.0%760.2%0.356200単位/月栄養改善加算

7.3%5482.0%3.97820単位/回口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）

3.6%2710.9%1.895単位/回口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）

3.2%2400.8%1.6235150単位/月口腔機能向上加算（Ⅰ）

7.6%5692.3%4.6736160単位/月口腔機能向上加算（Ⅱ）

3.5%2582.5%4.92342480単位/月一体的サービス提供加算

67.0%500774.9%147.5590040単位/月科学的介護推進体制加算

（要支援１） 50.7%
（要支援２） 54.2%

（要支援１） 3788
（要支援２） 4048

54.4%10715137
（要支援１）88単位/月

（要支援２）176単位/月
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（要支援１） 12.7%
（要支援２） 13.5%

（要支援１） 952
（要支援２） 1008

13.6%26.83065
（要支援１） 72単位/月
（要支援２）144単位/月

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（要支援１） 12.0%
（要支援２） 12.5%

（要支援１） 897
（要支援２） 934

14.0%27.61030
（要支援１）24単位/月
（要支援２）48単位/月

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

51.5%384651.7%101.7315028.6%介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

13.8%103414.8%29.182148.3%介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

9.9%74311.2%2249956.6%介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

5.3%3995.2%10.318715.3%介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）
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通所リハビリテーションの請求事業所数

9【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局老人保健課にて作成

6436 6530 6539 6703 6763 6860

3463 3562 3699 3831 3960 4013 4180 4447 4392 4352 4340 4245 3984

3586 3616 3643 3668 3679 3688 3690
3674 3636 3630 3616 3572

3526

10
23 41 51 60 64

74

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

総数 病院・診療所 介護老人保健施設 介護医療院 不明

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。
※介護予防サービスは含まない。

7056 7200 7371 7511 7675 7740
7920

8188 8116 8060 8032 7919
7769

（事業所）



介護予防通所リハビリテーションの請求事業所数

10【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局老人保健課にて作成

5701
6114 6194 6338 6370 6512

2789 2920 3084 3194 3356 3459 3654 3986 3969 3961 3925 3863 3765
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※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。
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（事業所）



通所リハビリテーション事業所の事業所規模別の内訳

11【出典】厚生労働省「介護給付費等実態統計（月報）」（令和7年4月分）より老健局老人保健課にて作成

通常規模
6,530施設（86.1％）

大規模（特例）
369施設（4.9％）

大規模
685施設（9.0％）

■事業所規模の内訳



通所リハビリテーションの請求事業所数（都道府県別）

12【出典】令和６年度介護給付費等実態統計報告（令和７年４月審査分）及び総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（令和７年）」より老健局老人保健課にて作成

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。
※介護予防サービスは含まない。
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介護予防通所リハビリテーションの請求事業所数（都道府県別）

13【出典】令和６年度介護給付費等実態統計報告（令和７年４月審査分）及び総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（令和７年）」より老健局老人保健課にて作成

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

（事業所） （事業所）

269

78 92
114

55
71

120

180

100
110

272

251

350

257

114

68
85

64 62

132
120

204

399

103
67

143

551

375

79 92

51 49

163

240

115 115
121

118

66

457

108

174

216

143

101

253

89

16.2 
18.6 

22.7 

17.3 
15.4 

19.8 
20.3 

20.8 

17.4 
18.8 

13.7 
14.4 

11.1 
10.9 

15.9 

20.6 

25.4 
27.4 

24.4 

20.2 19.9 
18.5 

20.9 
19.4 

17.6 
19.5 

23.4 23.7 

18.7 

30.1 
28.6 

21.7 

28.8 
29.2 

25.2 

47.3 

40.1 

26.9 
27.4 

31.9 

43.1 

39.7 
39.0 

38.2 

28.7 

48.2 

25.1 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

0

100

200

300

400

500

600

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

介護予防通所リハビリテーションの請求事業所数 高齢者人口10万人あたりの請求事業所数



通所リハビリテーションの要介護度別受給者数

14【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局老人保健課にて作成
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597.9 587.9 576.4

455.3 462.3 473.6 486.7
505.1

523.2
537.1

553.1 560.8

493.9

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。
※経過的要介護は含まない。

578.3
591.8 607.6

588.7 599.2 600.0



通所リハビリテーションの要介護度別受給者割合

15【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局老人保健課にて作成

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。
※経過的要介護は含まない。
※四捨五入等のため、内訳の合計が総数に一致しない場合がある。
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通所リハビリテーションの費用額

16【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）報告（各年５月審査分～翌年４月審査分）より老健局老人保健課にて作成
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（百万円）

375,425
390,117

417,956
431,941

457,408
467,521

479,474 475,979

444,169

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。
※補足給付は含まない。

480,002
489,469

482,639



通所リハビリテーションの受給者数・費用額

17【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局老人保健課にて作成

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

（人） （百万円） （千円）
■１事業所１月あたりの受給者数・費用額 ■利用者１人１月あたりの費用額
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介護予防通所リハビリテーションの受給者数・費用額

18【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局老人保健課にて作成

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

（人） （千円） （千円）
■１事業所１月あたりの受給者数・費用額 ■利用者１人１月あたりの費用額
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訪問介護 10.5%

訪問入浴 0.5%

訪問看護 3.5%

訪問リハ 0.5%

通所介護 11.5%

通所リハ 3.3%

福祉用具貸与 3.4%

短期入所 3.7%

短期入所療養（老健）0.4%

短期入所療養（病院等） 0.0%
短期入所療養（医療院） 0.0%

居宅療養管理指導 1.7%
特定施設 6.0%
居宅介護支援 4.8%定期巡回 0.9%夜間対応型訪問 0.0%

地密通所 3.6%
認知症通所 0.6%

小多機 2.5%
看多機 0.7%

認知症ＧＨ 6.7%

地密特定施設 0.2%
地密特養 2.2%

特養 18.6%

老健 12.0%

介護医療院 2.2%

サービス種類別費用額割合

居宅
45.0%

施設
32.8%

地密・施設系
2.2%

地密・居住系
6.9%

地密・居宅系
8.3%

地密
17.5%

【出典】厚生労働省「令和６年度介護給付費等実態統計」
（注１）総費用は保険給付額と公費負担額、利用者負担額（公費の本人負担額を含む）の合計額。

介護予防サービスを含まない。特定入所者介護サービス（補足給付）、地域支援事業に係る費用は含まない。また、市区町村が直接支払う費用（福祉用具購入費、住宅改修費など）は含まない。
（注２）介護費用額は、令和６年度（令和６年５月～令和７年４月審査分（令和６年４月～令和７年３月サービス提供分））
（注３）令和６年度（令和６年５月～令和７年４月審査分（令和６年４月～令和７年３月サービス提供分））の特定入所者介護サービス（補足給付）は約2,271億円。

介護保険給付に係る総費用のサービス種類別内訳（令和６年度） 割合

19



介護保険給付に係る総費用等における提供サービスの内訳（令和６年度） 金額

請求事業所数費用額（百万円）
35,4971,214,189訪問介護

居宅

1,58456,351訪問入浴介護
16,874406,433訪問看護
5,68058,679訪問リハビリテーション
24,5261,338,790通所介護
7,769388,205通所リハビリテーション
7,124392,621福祉用具貸与
10,801429,887短期入所生活介護
3,58449,110短期入所療養介護
51,184194,391居宅療養管理指導
6,251694,137特定施設入居者生活介護

170,8745,222,793計
35,943552,298居宅介護支援
1,39799,494定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地
域
密
着
型

1843,920夜間対応型訪問介護
18,130419,623地域密着型通所介護
2,71674,878認知症対応型通所介護
5,647285,704小規模多機能型居宅介護
1,27882,466看護小規模多機能型居宅介護
14,492781,071認知症対応型共同生活介護
38523,366地域密着型特定施設入居者生活介護

2,559260,677地域密着型介護老人福祉施設
46,7882,031,198計
8,5402,165,097介護老人福祉施設

施
設

4,1371,395,754介護老人保健施設
918250,669介護医療院

13,5953,811,520計
267,20011,617,809合計

【出典】厚生労働省「令和６年度介護給付費等実態統計」
（注１）総費用は保険給付額と公費負担額、利用者負担額（公費の本人負担額を含む）の合計額。

介護予防サービスを含まない。特定入所者介護サービス（補足給付）、地域支援事業に係る費用は含まない。また、市区町村が直接支払う費用（福祉用具購入費、住宅改修費など）は含まない。
（注２）介護費用額は、令和６年度（令和６年５月～令和７年４月審査分（令和６年４月～令和７年３月サービス提供分））、請求事業所数は、令和７年４月審査分である。
（注３）令和６年度（令和６年５月～令和７年４月審査分（令和６年４月～令和７年３月サービス提供分））の特定入所者介護サービス（補足給付）は約2,271億円。

（注４）端数処理等の関係で、合計が一致しない場合がある。
（注５）請求事業所数は延べ数である。
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通所リハビリテーションの経営状況

21

○通所リハビリテーションの収支差率（令和６年度決算税引き前（物価高騰対策関連補助金を含まない））は2.0%となっ
ている。

■ 居宅サービスにおける平均収支差率

注１）上段（括弧無し）は「税引前収支差率（物価高騰対策関連補助金等を含まない）」、中段（山括弧）は「税引前収支差率（物価高騰対策関連補助金を含む）」、下段（丸括弧）は「税引後収支差率」である。
注２）令和４年度決算の中段（山括弧）の収支差率には、物価高騰対策関連補助金に加え、コロナ関連補助金も含まれている。

【出典】令和５年度介護事業経営実態調査結果及び令和７年度介護事業経営概況調査結果

令和７年度概況調査令和５年度実態調査サービスの種類 令和６年度決算令和５年度決算令和４年度決算
9.6%

<9.7%>
(9.1%)

11.1%
<11.3%>
(10.6%)

7.8%
＜8.1%＞
（7.7%）

訪問介護

5.3%
<5.6%>
(4.5%)

5.1%
<5.3%>
(4.2%)

3.0%
＜3.1%＞
（2.2%）

訪問入浴介護

10.3%
<10.3%>

(9.7%)

11.9%
<12.0%>
(11.3%)

5.9%
＜6.2%＞
（5.8%）

訪問看護

10.8%
<10.8%>
(10.5%)

11.8%
<11.9%>
(11.5%)

9.1%
＜10.3%＞
（9.9%）

訪問リハビリテーション

6.2%
<6.4%>
(6.0%)

6.5%
<6.8%>
(6.5%)

1.5%
＜1.8%＞
（1.4%）

通所介護

2.0%
<2.1%>
(1.9%)

2.4%
<2.7%>
(2.6%)

1.8%
＜2.8%＞
（2.5%）

通所リハビリテーション

2.7%
<2.9%>
(2.9%)

4.1%
<4.6%>
(4.5%)

2.6%
＜3.3%＞
（3.2%）

短期入所生活介護



通所リハビリテーションの収支差率等

○通所リハビリテーションの収支差率（令和６年度決算税引き前（物価高騰対策関連補助金を含まない））は2.0%
（※）となっており、金額ベースでは11.6万円。※収支差率について全サービスの平均は4.7％。

Ｒ６年度Ｒ５年度Ｒ４年度Ｒ３年度収支差率

2.0%2.4%1.8%△0.3%税引前収支差率（物価対策
関連補助金を含まない）

2.1%2.7%2.8%0.5%税引前収支差率（物価対策
関連補助金を含む）

1.9%2.6%2.5%0.2%税引後収支差率（物価対策
関連補助金を含む）

【出典】厚生労働省「令和７年度介護事業経営概況調査」
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１．通所リハビリテーションの概況

２．令和６年度介護報酬改定の内容

３．関連する各種意見・サービス提供等の状況

４．現状と課題及び論点
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１.（３）⑧ 医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化

概要

○ 退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医師等の
従業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し退院後のリハビリテーションを提供する際に、
リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等
を入手し、内容を把握することを義務付ける。【省令改正】

【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】

基準

＜運営基準（省令）＞
○ サービス毎に、以下を規定（通所リハビリテーションの例）

医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る通所リハビリテーショ
ン計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係る
リハビリテーションの情報を把握しなければならない。

入院中に
リハビリテーション
を実施した医療機関

リハビリテーション
事業所

リハビリテーション
実施計画書等の入手
・内容の把握

リハビリテーション
実施計画書等の提供

【リハビリテーション実施計画書等】
入院中に実施していたリハビリテーションに関わる情報、
利用者の健康状態、心身機能・構造、活動・参加、
目標、実施内容、リハビリテーション実施に際しての注意点等
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１.（３）⑨ 退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進

概要

○ 退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医療機関
からの退院後に介護保険のリハビリテーションを行う際、リハビリテーション事業所の理学療法士等が、医療機関
の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行ったことを評価する新たな加算を設ける。【告示改正】

【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】

算定要件等

（訪問リハビリテーションの場合）
○ 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導※を行った後に、当該者に対する
初回の訪問リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき１回に限り、所定単位数を加算する。（新設）

※ 利用者又はその家族に対して、病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者と利用者の状
況等に関する情報を相互に共有した上で、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅でのリハビリ
テーション計画に反映させることをいう。

単位数

＜改定前＞ ＜改定後＞
なし 退院時共同指導加算 600単位/回（新設）
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LIFEの提出＆
フィードバック

リハ・口腔・栄養のアセ
スメントを実施＆

情報を一体的に共有

LIFEの提出＆
フィードバック

リハビリテーション計画の
説明・同意

概要
○ リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から、通所リ

ハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算について、以下の要件を満たす場合を評価する新
たな区分を設ける。

ア 口腔の健康状態の評価及び栄養アセスメントを行っていること。
イ リハビリテーション計画等の内容について、リハビリテーション・口腔・栄養の情報を関係職種の間で一体

的に共有すること。その際、必要に応じて LIFEに提出した情報を活用していること。
ウ 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画について必要な見直しを行い、見直しの内容について関係

職種に対し共有していること。
また、報酬体系の簡素化の観点から、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションのリハビリテーション

マネジメント加算（B）の要件について新規区分とし、加算区分を整理する。【告示改正】

【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】

２.(１)①訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進①

なしPT・OT・STが利用者
等に説明・同意を得て
医師へ報告

加算（A）イ

加算（A）ロ

加算（B）イ

加算（B）ロ

リハビリテーション会議を定期的に開催する等、
リハビリテーションマネジメントを継続的に実施

改定後

(新設)
Ａ

Ｂ

あり

なし

あり

イ

イ

ロ

ロ
医師が利用者等に
説明・同意を得る

リハビリテーション会議を定期的に開催する等、
リハビリテーションマネジメントを継続的に実施

なし

あり

加算(イ)

加算(ロ)

加算(ハ)

※医師が利用者に説明し同意を得た場合は上記に加えて評価

あり

なし

改定前
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算定要件等
○ 通所リハビリテーション
＜リハビリテーションマネジメント加算(イ)＞ 現行のリハビリテーションマネジメント加算(A)イ と同要件を設定。
＜リハビリテーションマネジメント加算(ロ)＞ 現行のリハビリテーションマネジメント加算(A)ロ と同要件を設定。
＜リハビリテーションマネジメント加算(ハ)＞（新設）

・リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の要件を満たしていること。
・事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置していること。
・利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔の健康状態の評価を行っていること。
・利用者ごとに、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して口腔の健康状態を評価し、当該利用者の口腔の

健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っていること。
・利用者ごとに、関係職種が、通所リハビリテーション計画の内容の情報等や、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄

養状態に関する情報を相互に共有すること。
・共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種に対して情報提供してい

ること。
＜リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合＞

・現行の(B)の医師の説明に係る部分と同要件を設定。

単位数
○ 通所リハビリテーション

＜改定後＞
リハビリテーションマネジメント加算(イ)

同意日の属する月から６月以内 560単位/月,６月超 240単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(ロ)

同意日の属する月から６月以内 593単位/月,６月超 273単位/月
廃止

廃止

リハビリテーションマネジメント加算(ハ)（新設）
同意日の属する月から６月以内 793単位/月,６月超 473単位/月

＜改定前＞
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ

同意日の属する月から６月以内 560単位/月,６月超 240単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ

同意日の属する月から６月以内 593単位/月,６月超 273単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ

同意日の属する月から６月以内 830単位/月,６月超 510単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ

同意日の属する月から６月以内 863単位/月,６月超 543単位/月

※医師が利用者またはその家族に説明した場合 上記に加えて270単位
（新設・Bの要件の組み替え）

２.(１)①訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進③
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２.（１）⑧介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価
概要

○ 介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質を評価し、適切なサービス提供とする観点から、以下の見直しを行う。
ア 利用開始から 12 月が経過した後の減算について、拡大を行う。ただし、定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテー

ション計画の見直しを行い、LIFE へリハビリテーションのデータを提出しフィードバックを受けて PDCA サイクルを推進する場合
は減算を行わないこととする。

イ 要介護認定制度の見直しに伴い、より適切なアウトカム評価に資するようLIFE へリハビリテーションのデータ提出を推進すると
ともに、事業所評価加算の廃止を行う。【告示改正】

【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】

単位数
○ 利用開始日の属する月から12月超

○ 事業所評価加算

＜改定後＞＜改定前＞

要件を満たした場合 減算なし（新設）
要件を満たさない場合 30単位/回減算（変更）

介護予防訪問リハビリテーション
５単位/回減算

要件を満たした場合 減算なし（新設）
要件を満たさない場合 要支援１ 120単位/月減算（変更）

要支援２ 240単位/月減算（変更）

介護予防通所リハビリテーション
要支援１ 20単位/月減算
要支援２ 40単位/月減算

＜改定後＞＜改定前＞
（廃止）
（廃止）

介護予防訪問リハビリテーション 120単位/月
介護予防通所リハビリテーション 120単位/月

算定要件等
○ 利用開始日の属する月から12月を超えて介護予防通所（訪問）リハビリテーションを行う場合の減算を行わない基準（新設）
・ ３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を

構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見
直していること。

・ 利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報
その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
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２.（１）⑪ 通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し①

概要

○ リハビリテーションマネジメントを実施する体制等が充実している事業所を評価する観点から、事業所規模別の
基本報酬について、以下の見直しを行う。
ア 通常規模型、大規模型（Ⅰ）、大規模型（Ⅱ）の３段階になっている事業所規模別の基本報酬を、通常規模型、

大規模型の２段階に変更する。
イ 大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。

ⅰ リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の80%を超えていること。
ⅱ リハビリテーション専門職の配置が10：１以上であること。【告示改正】

【通所リハビリテーション】

単位数

＜改定後＞＜改定前＞（５～６時間利用の場合）
大規模型事業所 要介護１ 584単位 （新設）

要介護２ 692単位 （新設）
要介護３ 800単位 （新設）
要介護４ 929単位 （新設）
要介護５ 1,053単位 （新設）

※要件を満たした場合
要介護１ 622単位 （新設）
要介護２ 738単位 （新設）
要介護３ 852単位 （新設）
要介護４ 987単位 （新設）
要介護５ 1,120単位 （新設）

大規模型事業所（Ⅰ） 要介護１ 599単位
要介護２ 709単位
要介護３ 819単位
要介護４ 950単位
要介護５ 1,077単位

大規模型事業所（Ⅱ） 要介護１ 579単位
要介護２ 687単位
要介護３ 793単位
要介護４ 919単位
要介護５ 1,043単位
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リハビリテーションマネジメント加算を算定している利用者が80%以上
リハビリテーション専門職の配置が10：1以上

２.（１）⑪ 通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し②

算定要件等
○ 通常規模型、大規模型（Ⅰ）、大規模型（Ⅱ）の３段階になっている事業所規模別の基本報酬を、通常規模型、

大規模型の２段階に変更する。

○ 大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。
・ リハビリテーションマネジメント加算の算定率が、利用者全体の80%以上であること。
・ 利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が10：１以上であること。

改定前 改定後

通常規模型 大規模型Ⅰ 大規模型Ⅱ

366～1369
単位※

361～1325
単位※

353～1282
単位※

基本報酬の
単位数

延べ利用者数750 900 750

通常規模型 大規模型（新）

369～1379
単位※

357～1300単位※

条件を満たした場合
通常規模型と同等の評価

延べ利用者数

基本報酬の
単位数

※ 利用時間、要介護度毎に設定 30



２.（２）② 通所リハビリテーションにおける入浴介助加算（Ⅱ）の見直し

概要
○ 通所リハビリテーションにおける入浴介助加算（Ⅱ）について、利用者の居宅における入浴の自立への取組を促

進する観点から、入浴介助加算（Ⅱ）の算定要件である、「医師等による、利用者宅浴室の環境評価・助言」につ
いて、人材の有効活用を図る観点から、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT 機器を活用し
て状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も算定することを可能とする。

加えて、利用者の居宅における自立した入浴への取組を促進する観点から、入浴介助加算（Ⅱ）の算定要件に係
る現行の Q＆A や留意事項通知で示している内容を告示に明記し、要件を明確化する。【告示改正】

【通所リハビリテーション】

算定要件等
＜入浴介助加算（Ⅱ）＞（入浴介助加算（Ⅰ）の要件に加えて）

・ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価
を行うことができる福祉用具専門相談員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び
経験を有する者（以下「医師等」という。）が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴
室の環境を評価し、かつ、当該訪問において、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴
を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、
福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境 整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居
宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用し
て把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支
えないものとする。

・ 当該事業所の理学療法士等が、医師等との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室
の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビリ
テーション計画に記載することをもって、個別の入浴計画の作成に代えることができる。

・ 上記の入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴をいう。）又は利用者の居宅の状況に近い環境（利用者の居宅の
浴室の手すりの位置、使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置するこ
とにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。）で、入浴介助を行うこと。
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４.（２）① 運動器機能向上加算の基本報酬への包括化

概要
○ 予防通所リハビリテーションにおける身体機能評価を更に推進するとともに、報酬体系の簡素化を行う観点から、

以下の見直しを行う。
ア 運動器機能向上加算を廃止し、基本報酬への包括化を行う。
イ 運動器機能向上加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算のうち、複数の加算を組み合わせて算定していること

を評価する選択的サービス複数実施加算について見直しを行う。【告示改正】

【介護予防通所リハビリテーション】

単位数

算定要件等
○ 以下の要件を全て満たす場合、一体的サービス提供加算を算定する。（新設）

・ 栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施していること。
・ 利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、栄養改善サービス

又は口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日を１月につき２回以上設けていること。
・ 栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定していないこと。

＜改定後＞＜改定前＞
廃止（基本報酬に包括化）運動器機能向上加算 225単位/月
廃止（栄養改善加算、口腔機能向上加算で評価）選択的サービス複数実施加算Ⅰ 480単位
一体的サービス提供加算 480単位/月（新設）選択的サービス複数実施加算Ⅱ 700単位

32



１．通所リハビリテーションの概況

２．令和６年度介護報酬改定の内容

３．関連する各種意見・サービス提供等の状況

４．現状と課題及び論点
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通所リハビリテーションに関連する各種意見

【リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組】
○今回の介護報酬改定において、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組を更に推進することとした

が、今回の改定を踏まえ、その取組状況や効果を把握し、必要な対応について引き続き検討していくべきである。

【リハビリテーションにおけるアウトカム評価の在り方】
○生活期のリハビリテーションにおけるアウトカムは、心身機能、活動、参加に関する能力の改善だけでなく、非悪化

や維持についても評価をすべきであるとの指摘があることから、具体的な評価方法について引き続き検討した上で、
LIFEの活用も含め、報酬上の評価について検討していくべきである。

令和６年度介護報酬改定に関する審議報告（令和５年12月19日社会保障審議会介護給付費分科会）（抄）
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通所リハビリテーションが必要となった原因

35

○要支援者では運動器疾患が多く、要介護３～５では脳卒中が多い。

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

高血圧

脳卒中

心不全

糖尿病

脊椎・脊髄障害

呼吸不全

腎不全

肺炎

関節リウマチ

関節症・骨粗しょう症

悪性新生物

うつ状態

認知症

精神疾患

進行性の神経疾患

廃用症候群

骨折(圧迫骨折を含む)
フレイル

その他
要支援1-2 (n=368) 要介護1-2 (n=582) 要介護3-5 (n=264)

【出典】通所・訪問リハビリテーションの適切な在り方についての調査研究事業（令和７年度老人保健健康増進等事業）



通所リハビリテーションの利用頻度と利用時間

36

○要支援者は週２回以内の利用が約97％を占め、重度者の方が１週あたりの利用頻度が高い。
○要介護者は全ての介護度において６～７時間の算定回数が最も多い。

【１週あたりの利用頻度】

【利用時間別の一月の算定回数】
（千回）

4.9%

5.2%

0.8%

47.6%

28.4%

17.4%

44.8%

49.0%

47.3%

0.5%

16.2%

29.9%

0.3%

1.0%

3.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

要支援1-2 (n=368)

要介護1-2 (n=582)

要介護3-5 (n=264)

１回未満 １回 ２回 ３回 ４回以上 無回答

【出典】通所・訪問リハビリテーションの適切な在り方についての調査研究事業（令和７年度老人保健健康増進等事業）

【出典】厚生労働省「介護給付費等実態統計（月報）」（令和7年4月分）より老健局老人保健課にて作成

0

100

200

300

400

500

600

700

１～２時間 ２～３時間 ３～４時間 ４～５時間 ５～６時間 ６～７時間 ７～８時間

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５



リハビリテーションの役割分担（イメージ）

維持期・生活期回復期急性期

維持・改善改善改善心身機能

維持・向上向上向上ADL

再建・維持・向上再建再建活動・参加

維持・向上維持・向上維持・向上QOL

リハ専門職のみならず、多職種によって構成されるチー
ムアプローチによる生活機能の維持・向上、自立生活
の推進、介護負担の軽減、QOLの向上

集中的リハによる機能回復・ADL向上早期離床・早期
リハによる廃用
症候群の予防

内容

主に医療保険 主に介護保険役割分担

（資料出所）日本リハビリテーション病院・施設協会「高齢者リハビリテーション医療のグランドデザイン」（青海社）より厚生労働省老人保健課において作成

外来

脳卒中等の発症

安定化

病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院

訪問看護ステーション

訪
問

通
所入院

維持期・生活期回復期

診断・治療

急性期

身
体
機
能

病院、診療所、老人保健施設、介護医療院
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高齢者の生活期リハビリテーション（イメージ）

38

心身機能
筋力、持久力等の運動機能
起き上がり、起立等の基本動作能力

参加
家庭での役割、地域のコミュニティ等へ参加（社会参加）

活動
歩行能力、排泄・入浴・更衣等の日常生活動作（ADL）
家事動作等の手段的日常生活動作（IADL）

生
活
機
能

○リハビリテーションは、単なる機能回復訓練ではなく、潜在する能力を最大限に発揮させ、日常生活の活動を高め、
家庭や社会への参加を可能にし、その自立を促すものである。

運動療法
筋力増強訓練、持久力訓練等
基本動作訓練

起き上がり訓練、
立ち上がり訓練等

ADL訓練
移乗訓練、トイレ動作訓練、
入浴訓練、更衣訓練等

IADL訓練
家事動作訓練、外出訓練、
余暇活動等のための訓練等

環境調整・支援
家屋評価・調整、福祉用具・自助具の評価・選定、家族・支援者への指導等

高次脳機能訓練 言語聴覚訓練 摂食嚥下訓練

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容

※個々の状態に応じて適宜実施

歩行訓練

時間軸



通所リハビリテーションで実施された内容

39【出典】通所・訪問リハビリテーションの適切な在り方についての調査研究事業（令和７年度老人保健健康増進等事業）

○筋力増強訓練、関節可動域訓練、歩行訓練（平地）の実施割合が高い。

0%
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90%

100%
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訓
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）
訓
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他
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法
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訓
練
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上
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訓
練
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保
持
訓
練

立
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上
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訓
練
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持
訓
練
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平
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）
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食
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練

整
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練
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動
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練

入
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練

階
段
昇
降
訓
練
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練

そ
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練

調
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練
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準
備
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濯
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練
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練
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訓
練
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出
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練
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暇
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動
の
た
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訓
練

交
通
手
段
利
用
の
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の
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練
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の
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そ
の
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L

訓
練

見
当
識
訓
練

注
意
訓
練

記
憶
訓
練

視
空
間
認
知
訓
練

遂
行
機
能
訓
練

そ
の
他
の
高
次
脳
機
能
訓
練

失
語
症
に
対
す
る
訓
練

構
音
訓
練

音
声
訓
練

聴
覚
訓
練

そ
の
他
の
言
語
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覚
訓
練

摂
食
嚥
下
訓
練
（
直
接
訓
練
）

摂
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下
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練
（
間
接
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練
）

温
熱
療
法

寒
冷
療
法

磁
気
刺
激
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法

電
気
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法
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動
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法

そ
の
他
の
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家
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・
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そ
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調
整

運動療法 基本動作訓練 歩行訓練 ADL訓練 IADL訓練 高次脳機能訓練 言語聴覚訓練 摂食
嚥下

物理療法 環境調整・支援

要支援（n=405） 要介護（n=917）



通所リハビリテーションにおけるADL（日常生活動作）とIADL（手段的日常生活動作）
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○利用開始から６ヶ月後にADLの改善を認めたのは約26%、維持を認めたのは約58%だった。
○利用開始から６ヶ月後にIADLの改善を認めたのは約36%、維持を認めたのは約44%だった。

■利用開始時のADL（BI）

16.4%

21.3%

5.6%

45.3%

52.6%

29.4%

23.7%

20.5%

30.4%

8.4%

3.0%

19.9%

3.2%

1.0%

8.0%

1.8%

0.2%

5.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=909）

要介護1-2
（n=623）

要介護3-5
（n=286）

100点 80～95点 60～75点 40～55点

20～35点 0～15点 無回答

■利用開始時のIADL（FAI）

2.1%

3.0%

0.0%

14.1%

18.3%

4.9%

18.7%

22.0%

11.5%

63.5%

54.6%

82.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=909）

要介護1-2
（n=623）

要介護3-5
（n=286）

28点以上 19-27点 10-18点 0-9点 無回答

7.5%

5.9%

10.8%

5.8%

5.6%

6.3%

13.0%

12.8%

13.3%

57.5%

59.2%

53.8%

11.8%

12.2%

10.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=909）

要介護1-2
（n=623）

要介護3-5
（n=286）

15点以上 10点 5点 0点 -5点以下 無回答

■利用開始から６ヶ月後のADL（BI）の変化

3.9%

3.9%

3.8%

8.4%

8.2%

8.7%

23.8%

21.7%

28.3%

43.8%

42.1%

47.6%

15.2%

19.1%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=909）

要介護1-2
（n=623）

要介護3-5
（n=286）

11点以上 6～10点 1～5点 0点 -1点以下 無回答

■利用開始から６ヶ月後のIADL（FAI）の変化

【出典】通所・訪問リハビリテーションの適切な在り方についての調査研究事業（令和７年度老人保健健康増進等事業）

※Barthel Index（BI）はADL（日常生活動作）の自立度を評価する指標であり、10項目からなる。
総計は0～100点であり、点数が高いほどADLの自立度が高い。

※Frenchay Activiteis Index（FAI）はIADL（手段的日常生活動作）の実施頻度を評価する指標であり、15項目からなる。
総計は0～45点であり、点数が高いほどIADLの実施頻度が高い。



リハビリテーションマネジメント
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リハビリテーションマネジメント加算では調査、計画、実行、評価、改善のサイクルの構築を通じて、「心身機能」、個人として行う食
事等の日常生活動作や買い物等の手段的日常生活動作といった「活動」をするための機能、家庭で役割を担うことや地域の行事に関与す
るといった「参加」をするための機能について、バランスよく働きかけるリハビリテーションが提供できているかを継続的に管理するこ
とを評価する。

居
宅
で
の
情
報
収
集

リハビリテーション会議
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

サ
ー
ビ
ス
の
提
供

モニタリング
・計画の評価又は見直し
・終了後に利用予定サービス

の担当者の参画と情報提供
・リハビリテーションの結果

報告

情
報
提
供

医
師
、
介
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地
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【訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント】

・リハビリテーション計画の作成
・医師や理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による

本人・家族へのリハビリテーション計画の説明と同意

地域の通いの場
（自治会、サロン）

通所介護

【参加】

役割づくり

【協働】
リハビリテーションの観点で支援方針や方法の共有

介護支援専門員、他の居宅サービスの従事者等
（ケアプラン、居宅サービス計画と連動）

ケ
ア
プ
ラ
ン

調査 計画 実行 評価・改善

利用者・家族・医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
看護職員・介護職員 等

概要

【リハビリテーション会議】
会議を開催し、利用者の状況等を構成員と共有

【リハビリテーション計画】
進捗状況を定期的に評価し、必要に応じ見直しを実施

【医師の指示】
医師がリハビリテーションの詳細な指示を実施

【情報連携】
PT・OT・STがケアマネを通じ、他の事業所に介護の工夫等の
情報を伝達

リハビリテーションマネジメントに係る要件 ※主なもの

基本報酬 リハビリテーションマネージメント加算の算定要件

【リハビリテーション計画の説明・同意】
PT・OT・STが利用者等に説明・同意を得て医師へ報告

【居宅訪問】
PT・OT・STが利用者の居宅を訪問し、家族等に介護の工夫等の指導および
に日常生活上の留意点に関する助言を行う



通所リハビリテーション事業所での居宅訪問の実施状況
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○リハビリテーションマネジメント加算を算定している事業所の方が居宅訪問を実施している割合が高い。
○居宅訪問を実施している事業所において、実施頻度が１年に１回以上の事業所は約55%だった。

■居宅訪問の実施状況

■事業所の全利用者に対する居宅訪問の実施割合

82.8%

70.4%

16.5%

28.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

リハマネ加算算定あり

（n=279）

リハマネ加算算定なし

（n=152）

実施あり

実施なし

無回答

55.0%

47.7%

17.7%

15.9%

2.2%

6.5%

5.6%

3.7%

16.9%

24.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

リハマネ加算算定あり

（n=231）

リハマネ加算算定なし

（n=107）

全員（10割）

８割以上

５割以上

３割以上

３割未満

無回答

■居宅訪問の実施頻度

【出典】通所・訪問リハビリテーションの適切な在り方についての調査研究事業（令和７年度老人保健健康増進等事業）

12.6%

6.5%

14.7%

14.0%

26.4%

34.6%

44.2%

42.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

リハマネ加算算定あり

（n=231）

リハマネ加算算定なし

（n=107）

３ヶ月に1回程度

半年に１回程度

１年に１回程度

それ以下の頻度

無回答



（通所リハビリテーション）リハビリテーション会議の参加者と検討内容
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○リハビリテーション会議の参加者は本人、理学療法士、事業所医師、担当ケアマネジャーの順に多い。
○会議では状況の確認や共有は80％以上の利用者実施されており、目標達成度と効果の確認は約半数で実施されている。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者の生活状況の確認・共有

アセスメント結果などの情報の共有

目標の確認・共有

目標達成度と取り組み効果の確認

リハビリテーションの内容

多職種協働に向けた

支援方針

他サービス事業所との

役割分担

その他

要支援（n=175） 要介護（n=515）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

本人

家族

通所リハ事業所医師

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

看護師・准看護師

介護福祉士

介護職員

管理栄養士

歯科衛生士

相談員

担当ケアマネジャー

併用サービスの関係者

要支援（n=175） 要介護（n=515）

【出典】通所・訪問リハビリテーションの適切な在り方についての調査研究事業（令和７年度老人保健健康増進等事業）

■リハビリテーション会議の参加者 ■リハビリテーション会議の内容



通所リハビリテーション計画書の目標
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○身体機能の維持、向上や歩行・移動能力の向上等の運動機能の向上を目標にしている割合が高い。
○ADLの改善を目標としているのは約30%、IADLの改善を目標としているのは約20%である。

【出典】通所・訪問リハビリテーションの適切な在り方についての調査研究事業（令和７年度老人保健健康増進等事業）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

専門職の評価

疼痛緩和

転倒予防

身体機能の向上

身体機能の維持

認知・精神機能の向上

認知・精神機能の維持

言語機能の改善

嚥下機能の改善

基本動作能力の向上

歩行・移動能力の向上

日常生活動作(ADL)の改善

自宅における入浴動作の改善・獲得

事業所での入浴

家事動作や役割など(IADL)の改善・拡大

地域における社会参加の促進

事業所内での社会性の向上・獲得

生活リズムの獲得

日中の活動量の維持・向上

趣味活動の促進

活動範囲の維持・拡大

生活環境の調整

福祉用具(補助具・補装具を含む）の調整

介護負担の軽減

家族や介護者への介助伝達や助言

口腔機能の維持・改善

栄養状態の改善

医学的管理

その他 要支援（n=405） 要介護（n=917）



認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定が困難な理由
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

対象となる利用者がいない

短期集中個別リハ実施加算が優先される

算定要件を満たす研修を修了した医師がいない

利用者の経済的な負担が大きくなる

認知症に関する目標設定・計画立案が難しい

「認知症」という単語を用いて本人・家族への説明が難しい

本人・家族が意義・必要性を理解できない

支給限度額の上限を超えてしまう

その他

特になし

■認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定が困難な理由

n=371

○認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定が困難な理由としては、「対象者がいない」「短期集中個別リハ
ビリテーション実施加算が優先される」等があげられた。

【出典】通所・訪問リハビリテーションの適切な在り方についての調査研究事業（令和７年度老人保健健康増進等事業）



生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定が困難な理由
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

対象となる利用者がいない

生活行為向上リハ研修を修了している職員がいない

リハビリテーションマネジメント加算の取得が困難

生活行為向上リハ実施計画書を作成する時間がとれない

利用者の経済的な負担が大きくなる

居宅訪問することが難しい

本人・家族が意義・必要性を理解できない

支給限度額の上限を超えてしまう

その他

特になし n=448

■生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定が困難な理由

○生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定が困難な理由としては、「対象者がいない」「研修を修了している
職員がいない」「リハビリテーションマネジメント加算の算定が困難」等があげられた。

【出典】通所・訪問リハビリテーションの適切な在り方についての調査研究事業（令和７年度老人保健健康増進等事業）



介護予防通所リハビリテーションの利用状況と継続理由
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○介護予防通所リハビリテーション利用開始24ヶ月後に利用を継続し、修了の予定がない利用者は約90%だった。
○利用継続理由としては、「本人・家族の希望」「運動機会や活動量の維持が必要」等があげられた。

■介護予防通所リハビリテーション利用開始24ヶ月後の利用状況

2.6%3.9% 2.9% 90.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

目標を達成し、修了している 利用を継続しているが、修了の予定である 入院・入所等にて、終了している

利用を継続し、修了の予定はない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

本人・家族の希望

運動機会や活動量の維持が必要

利用者同士のコミュニティの継続が必要

心身機能の更なる改善が見込めた

心身機能やADLの変化が想定され、継続的な評価・支援が必要

基本動作やADLの更なる向上が見込めた

活動(IADL)の更なる向上が見込めた

修了後の移行先がなかった

新たな目的・目標が見つかった

地域社会への参加の更なる向上が見込めた

利用開始時より心身機能やADLが悪化した

介護量が多く、継続的な支援が必要

その他

特にない

■利用継続理由

n=362

n=362

【出典】通所・訪問リハビリテーションの適切な在り方についての調査研究事業（令和７年度老人保健健康増進等事業）



１．通所リハビリテーションの概況

２．令和６年度介護報酬改定の内容

３．関連する各種意見・サービス提供等の状況

４．現状と課題及び論点
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通所リハビリテーションの現状と課題

現状と課題①

通所リハビリテーションは、居宅要介護者に対し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院において、自立し
た日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用
者の心身機能の維持回復および生活機能の維持又は向上を目指すものである。
請求事業所数は、近年減少傾向であり、令和７年の受給者数は約60万人（要支援者：約20万人、要介護者：約40万
人）となっている。
収支差は令和５年度が2.4%、令和６年度が2.0%と推移している。
令和６年度介護報酬改定では、主に以下を実施したところである。
・自立支援・重度化防止に向けた対応として、

①リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進
②医療機関のリハビリテーション計画書の受取の義務化
③退院時情報連携の推進
④通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し

・制度の安定性・持続可能性の確保として、運動器機能向上加算の基本報酬への包括化
サービス利用状況をみると、週２回以内の利用が多く、６～７時間の利用の算定回数が最も多い。
リハビリテーションの内容として、筋力増強訓練、関節可動域訓練、歩行訓練（平地）が多く実施されている。
リハビリテーション会議の参加者は、本人・家族・理学療法士・担当ケアマネジャーが多く、会議内で目標の達成度
と取組の効果を確認しているのは約半数である。
リハビリテーション計画書の目標は、運動機能の改善を目標にしている割合が約70%と高く、ADLの改善やIADLの改
善を目標にしているのは20～30%である。
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通所リハビリテーションの現状と課題

現状と課題②

認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定率は（Ⅰ）3.0%（Ⅱ）0.38%と低く、算定が困難な理由として
「対象者がいない」「短期集中個別リハビリテーション実施加算が優先される」という点があげられている。
生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定率は1.6%と低く、算定が困難な理由として「対象者がいない」「研
修を修了している職員がいない」という点があげられている。
介護予防通所リハビリテーションでは、利用開始から24ヶ月後に利用修了の予定がない利用者は約90%で、利用継続
の理由として「本人・家族の希望」「運動機会や活動量の維持が必要」という点があげられている。
介護報酬は、累次の改定により、加算の種類が増加するとともに、加算の取得要件が複雑化しており、令和６年度改
定における審議報告においても、「利用者のわかりやすさという観点や介護サービス事業者の事務負担軽減の観点か
ら、報酬体系の簡素化について、引き続き検討していくべき」とされている。算定率が低い加算には、例えば、認知
症短期集中リハビリテーション実施加算、生活行為向上リハビリテーション実施加算、延長加算、若年性認知症利用
者受入加算、栄養改善加算、退院時共同指導加算などがある。

論点

通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションの実施内容やリハビリテーションマネジメントの実施状況を踏
まえ、通所リハビリテーションのサービス提供体制についてどのように考えるか。
令和６年度改定における審議報告も踏まえ、利用者のわかりやすさという観点や介護サービス事業者の事務負担軽減
の観点から、算定率が低い加算についてどのように考えるか。
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